
サービスの提供（単独の運営組織の場合）

・・・・

応用システム

共同利用組織

利用組織運営組織

共同利用組織：利用組織を含め、本覚書と同一の覚書にて運営組織から本件サービスグリッドの利用許諾を受けている利用者をいう。
応用システム： 利用組織が自ら運営するシステムであって、本件サービスグリッドのＩＤ及びパスワードを知らなくても、当該システムの利用
者が間接的に本件サービスグリッドを利用することができるもの。
応用システム利用者：応用システムを利用する者。

•利用組織は、サービスを、非営利目的/研究目
的/営利目的の利用のために提供することができ
る。
•運営組織によっては、営利目的の利用を一律
に許可しない場合がある。

•有償のサービスの提供が可能。ただし、サービス利
用者と別途契約が必要。

•提供した資源に関して、著作権情報およびライセ
ンス条件を登録しなければならない。

•提供したサービスに関して、サービス利用条件（ア
クセス制限等）の設定が可能。

•運営組織は、共同利用組織の登録情
報と利用統計情報（アクセス回数/デー
タダウンロード量）を提供できる。

•利用組織が利用統計情報以外のログ
を取得したい場合は、サービス利用者と
別途協議し、合意を得なければならな
い。

応用システム利用者

・・・・・・

本件サービスグリッド

サービス
利用者

サービス
提供者



応用システム

•応用システム利用者は、サービス提供者が
許可した条件の範囲内でのみサービスを利
用できる。

サービスの利用（単独の運営組織の場合）

•利用組織は、資源の著作権および
ライセンス条件を遵守しなければな
らない。

•利用組織は、組織の登録情報と利
用統計情報がサービス提供者に提
供されることに同意しなければならな
い。

•利用組織は、応用システム利用者
に、応用システムに用いられるサービ
スのサービス利用条件を遵守させな
ければならない。

・・・

共同利用組織

利用組織運営組織

応用システム利用者

・・・・・・

本件サービスグリッド

サービス
提供者

サービス
利用者



クライアント管理

応用システムの制御

サーバー管理

応用システム利用者の端末機器

・・・ ・・・

利用状況の把握

応用システム

応用システム利用者

・・・・・・

ユーザの特定管理下

利用組織 利用組織

応用システムのサーバーが利用組織の管理下にある場合

応用システム利用者の端末機器

・・・ ・・・

応用システム

応用システム利用者

・・・・・・

端末機器が利用組織の管理下にある場合か、応用システム利用者を
利用組織が特定できる場合



サービスの提供（運営組織が連携する場合）

•連携運営組織：準拠法を除き本覚書と同一の覚書を用いて別途自らサービスグリッドを
運営している共同利用組織をいう。

•連携利用組織：準拠法を除き本覚書と同一の覚書を用いて連携運営組織から連携運
営組織の運営するサービスグリッドの利用許諾を受けている利用者をいう。

・・・・

共同利用組織

運営組織

連携運営組織

連携利用組織

・・・・・・・・

応用システム

応用システム利用者

・・・・・・

•利用組織は、利用許諾を与える連携利用組織を指定し、その利用組
織にサービスを提供することができる。

•この場合、利用組織は、連携利用組織が異なる準拠法の下で
サービスを利用することを了承しなければならない。

利用組織

本件サービスグリッド

サービス
利用者

サービス
提供者



サービスの利用（運営組織が連携する場合）

連携運営組織

応用システム

応用システム利用者

・・・・・・

・・・・

共同利用組織

利用組織運営組織

•連携利用組織は、明示的に共同利
用組織に許可を受けた場合に限り、
本件サービスグリッドに登録されたサー
ビスを利用できる。

•利用組織は、自らサービスグリッドを
運営することができる。

•連携利用組織は、準拠法を除き本覚
書と同一の覚書の下で本件サービス
グリッドを利用することができる。

・・・・・・・・

連携利用組織

本件サービスグリッド

サービス
提供者

サービス
利用者
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